
上越市入札監視委員会  令和５年度第１回会議 次第 

 

日 時：令和 5 年 4月 27 日（木） 13：30～ 

会 場：上越文化会館  1階  中ホール  

 

１  開会  

２  委嘱状交付  

３  挨拶  

４  委員自己紹介  

５  委員長、副委員長選任  

６  挨拶（委員長・副委員長）  

７  入札・契約制度の概要  

 ⑴  上越市入札監視委員会の概要   ・・・・・・・  資料 1 

⑵  上越市の契約制度の概要   ・・・・・・・・・  資料 2 

⑶  令和 5 年度の入札・契約制度について   ・・・  資料 3－ 1 

  ・電子契約サービスの導入について・・・・・・  資料 3－ 2 

⑷  上越市財務規則【抜粋】   ・・・・・・・・・  資料 4 

８  報告  

⑴  発注状況について  

・市発注   ・・・・・・・・・・・・・・・・  資料 5－ 1 

・ガス水道局発注   ・・・・・・・・・・・・  資料 5－ 2 

 ⑵  指名停止措置状況について  ・・・・・・・・・  資料 6 

９  審議  

・抽出案件の審議について   ・・・・・・・・・  資料 7 

1 中通町排水区雨水管渠工事  

2 道路照明設置工事  

3 道路側溝修繕工事  

4 資源ごみ等貯留施設新築外構工事  

5 大潟町小学校冬期スクールバス運行業務委託  

6 エネルギー価格等高騰支援金運営業務委託  

7 高田城址公園松くい虫防除（樹幹注入）業務委託  

8 プロジェクタ（小学校分）  

9 マッピングシステム地形図追加業務委託  

10 中圧ガスメーター購入（その２）  

 



上越市入札監視委員会の概要 

 

１ 目的  

入札及び契約手続における客観性及び透明性の向上並びに公正性の確保を図るた

め。 

 

２ 所掌事項 

⑴ 市（ガス水道局含む）が発注した契約の実施状況について報告を求め、報告を

受けた中から案件を抽出し、契約の手続きの方法等について審議を行うこと。（定

例会議） 

⑵ 業者からの再苦情について審議を行うこと。（再苦情処理会議） 

⑶ その他委員会が必要と認める事項について審議を行うこと。 

 

３ 組織 

  6人以内の委員で組織（氏名・職業の公表） 

 

４ 任期  

  2年（令和 5年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで） 

 

５ 会議 

⑴ 委員の半数以上の出席が必要 

⑵ 定例会議は、概ね 4か月に 1回開催（必要に応じて再苦情処理会議を開催） 

⑶ 会議は、原則公開（ただし、次の場合を除く） 

  ・上越市情報公開条例第 6条の非公開情報を有する場合 

（個人や法人の権利利益を害するおそれのある場合など） 

  ・再苦情に関する審議を行う場合 

⑷ 会議の議事（内容）を公表 

   市ホームページ https://www.city.joetsu.niigata.jp 

 

６ 審議の対象案件 

 ⑴ 予定価格が 130万円を超える工事 

 ⑵ 予定価格が 100万円を超える委託・物品・印刷・賃貸借 

 

７ 市長への意見等 

⑴ 審議を行った事項や入札制度の改善点等を必要に応じて市長に提言できる。 

 ⑵ 再苦情に係る審議結果は市長に報告し、内容を公表する。 

 

８ 委員の除斥 

  自己又は 3親等以内の親族の利害に関係する審議には参加できない。 

 

９ 守秘義務 

  職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

資料 １ 



 

上越市入札監視委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）

の趣旨を踏まえ、本市の入札及び契約手続における客観性及び透明性の向上並びに公正性

の確保を図るため、上越市入札監視委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 本市が発注した建設工事、委託及び物品の製造又は購入（以下「工事等」という。）

の契約の実施状況の報告を求め、当該報告のあった工事等の契約のうちから抽出したも

のについて、次に掲げる工事等の区分に応じ、次に定める事項の審議を行うこと。 

ア 一般競争入札により発注した工事等 入札に参加する資格の設定の理由及び経緯 

イ 指名競争入札により発注した工事等 指名の理由及び経緯 

ウ 随意契約により発注した工事等 随意契約の理由 

⑵ 本市が発注した工事等の入札及び契約手続並びに次に掲げる要領に基づく指名停止、

警告又は注意の喚起に係る再苦情（苦情の申立てに対する回答に不服がある人及び法人

が再度申し立てる苦情をいう。以下同じ。）について審議を行うこと。 

ア 上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施） 

イ 上越市物品調達等業者指名停止措置要領（平成２４年１月１６日実施） 

⑶ 上越市建設工事成績評定実施要綱（平成１７年４月１日実施）第８条第２項の規定に

よる諮問に応じて再説明に係る審議を行うこと。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項について審議を行うこと。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる人のうちから市長が委嘱する６人以内の委員をもって組織す

る。 

⑴ 入札及び契約に関し識見を有する人で、公正かつ中立な立場で職務を遂行できるもの 

⑵ 公募に応じた市民 

⑶ その他市長が必要と認める人 

（任期） 

第４条 委員会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 



 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 第２条第１号及び第４号に規定する所掌事項に係る会議はおおむね４月に１回、同条第

２号及び第３号に規定する所掌事項に係る会議（以下「再苦情処理会議」という。）は必

要に応じて、開催する。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（市長への意見） 

第７条 委員会は、第２条第１号又は第４号の規定により審議を行った事項に関し市に改善

すべき点等があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。 

２ 委員会は、前項の規定により述べた意見の内容を公表するものとする。 

（再苦情の審議等） 

第８条 委員会は、再苦情及び再説明（以下「再苦情等」という。）についての審議の依頼

があったときは、第６条第３項の規定により再苦情処理会議を開催し、審議を行うものと

する。 

２ 委員会は、前項に規定する審議の結果を市長に報告するとともに、これを公表するもの

とする。 

３ 委員会は、前項の規定による報告を、再苦情等の申立てがあった日から起算して６０日

以内に行わなければならない。 

４ 委員会は、第１項の規定にかかわらず、審議の依頼があった再苦情等が客観的かつ明白

に再苦情等の申立ての適格を欠くと認められるときは、当該再苦情等についての審議を行

わないことができる。この場合において、委員会は、その旨を速やかに市長に報告するも

のとする。 

（委員の除斥） 

第９条 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係する審議に参加することができな

い。 

（守秘義務） 



 

第１０条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（庶務） 

第１１条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１５年７月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年７月１５日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年９月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年３月２７日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１月１７日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月２日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１２月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

 



 

 

上越市入札監視委員会運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、上越市入札監視委員会設置要綱（平成１５年７月１日実施。以下

「要綱」という。）第１３条の規定に基づき、上越市入札監視委員会（以下「委員

会」という。）の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（要綱第２条第１号の規定による報告等） 

第２条 要綱第２条第１号に規定する報告は、同号に規定する所掌事項に係る会議（以

下「定例会議」という。）を開催する月の前月前４月間に発注した工事で予定価格が

１３０万円を超えるもの並びに委託及び物品購入で予定価格が１００万円を超えるも

の（以下「工事等」という。）の一覧表（以下「発注一覧表」という。）により行う

ものとする。 

２ 発注一覧表には、工事等を次に掲げる方式ごとに整理し、案件名、履行場所、履行

期限、種別、案件概要、予定価格、契約金額、契約の相手方及び担当課等を記載する

ものとする。 

⑴ 一般競争入札方式 

⑵ 指名競争入札方式 

⑶ 随意契約方式 

⑷ その他の方式 

３ 委員会は、要綱第２条第１号の規定による抽出をあらかじめ指定した委員に委任す

るものとする。 

 （要綱第２条第２号の規定による審議） 

第３条 要綱第２号第２号に規定する再苦情に係る審議は、次に掲げる資料により行う

ものとする。 

 ⑴ 定例会議を開催する月の前月前４月間に行った工事等の入札及び契約手続に対す

る苦情への対応状況 

⑵ 定例会議を開催する月の前月前４月間に行った指名停止及び警告又は注意の喚起

（以下「指名停止等」という。）に対する苦情への対応状況 

 ⑶ その他委員会が必要と認める入札及び契約手続並びに指名停止等に関する資料 

 （要綱第２条第３号の規定による審議） 

第４条 要綱第２条第３号に規定する諮問に係る審議は、次に掲げる資料により行うも

のとする。 

 ⑴ 定例会議を開催する月の前月前４月間に行った建設工事成績評定に関する説明請

求への対応状況 

 ⑵ その他委員会が必要と認める建設工事成績評定に関する資料 

（関係者の出席等） 



 

第５条 委員会は、要綱第２条第２号の規定による再苦情及び同条第３号の規定による

再説明について審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説

明を聴くことができる。 

（議事録） 

第６条 委員会は、議事録を作成し、委員長が内容を確認の上公表するものとする。 

（持ち回り会議） 

第７条 緊急やむを得ない事情により要綱第７条第３項に規定する再苦情処理会議を開

催できないときは、各委員の持ち回り会議の方法により会議を行うことができる。 

附 則 

この要領は、平成１５年７月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成１８年９月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成１９年１０月５日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成２４年１月１７日から実施する。 
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上越市の契約制度の概要 
 

１ 契約の方法 

契約の方法 メリット デメリット 

制限付き一般

競争入札 

広範な参加機会 

競争性の向上 

談合の防止 

事業所の所在地、工事の実績等を参

加資格要件として定めることによ

り、不適格業者を可能な限り排除す

るとともに品質を確保 

不適格業者が参加する可能性あり 

品質の低下 

事務量の増 

指名競争入札 

不適格業者の排除 

品質の確保・向上 

 

入札参加業者の固定化 

一般競争入札と比べ競争性が低下 

一般競争入札と比べ談合がしやすい 

見積合わせ 

（随意契約） 

的確な業者選定 

価格以外の要素を考慮 

事務の負担軽減 

契約業者の偏り 

競争性の低下 

経済性の低下 

 

２ 予定価格と最低制限価格 

⑴ 予定価格とは 

市が契約を締結する際に、この金額を超えて契約をしてはならないとする上限金額で、全

ての契約において設定 

⑵ 最低制限価格とは 

市が契約を締結する際に、この金額未満の額では契約を行わないとする下限金額で、必要

に応じて設定 

⑶ 落札の仕組み 

 

  Ａ社   

   

  Ｂ社 

  Ｃ社 

 

  Ｄ社（落札者） 

  

 

  Ｅ社（※最低制限価格を設定していない場合は落札者となる） 

 

 

予定価格（＝設計額） 

最低制限価格 

予算額 

入

札

価

格 

落
札
ゾ
ー
ン 

資料 ２ 
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入札・契約の流れ（工事の場合） 
 

発注担当課 

（事業課） 

契約検査課 
業 者 

検査担当 契約担当 

     

 

※公表している項目  

○入札参加資格者名簿 

業者名、住所、ランク 

○年間発注見通し（予定価格が130万円を超える建設工事） 

名称、場所、期間、種別、概要、発注時期、契約の方法 

○入札結果 

入札日、予定価格、最低制限価格、工事名称、場所、期間、種別、概要、契約の方法、指名業者、入

札額、指名理由、契約相手の名称、契約金額 

入札参加資格要件

等審査委員会 

支払い 

入札参加資格要件（案）

の設定又は業者選定

（案）の作成 

 

入札参加資格又は指名

業者の決定 

・入札方法決定 

・予定価格設定 

・制限価格設定 

（公告又は入札通知） 入札参加申請 

又は 

指名通知受領 

契約締結 

工事施工 

入札（工事費内訳書添付） 

設計書 

作 成 

 

設計書 

審 査 

 

工事費内訳書確認 

落札決定 

履行検査 
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令和５年度の入札・契約制度について 
 

■時限措置 

項 目 説  明 

現場代理人の常駐

（兼任）義務の緩

和措置 

【当分の間】 

● 施工場所が市内で、当初契約金額が 1 件 3,500 万円未満の工事について、当

初契約金額の合計が 7,000万円未満で 5件まで兼任を認めます。 

なお、当初契約金額が 1件 3,500 万円以上の工事を含む場合は、対象工事に

密接な関係がある工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、現場の相

互の間隔が 10㎞程度以内の場合に限り、2件まで兼任を認めます。 

※施工内容の難易度等から兼任を認めない場合は、発注時の設計図書等に記載します。 

※令和5年4月1日より現場代理人兼任承認申請書の様式を変更しました。各工事の監

督員と兼務について協議を行い、承諾を得た上で提出してください。 

見積期間 

【令和 6年 3月 31

日まで延長】 

● 予定価格が 5,000 万円以上 1 億円未満の工事について、見積期間を土日・祝

日を除く 10日間とします。 

 

■電子入札の運用方法 
● 電子入札を次のとおり運用しています。 

 ◇入札通知日：原則として木曜日（木曜日が祝日の場合は前日） 

 ◇開札日：入札通知書で指定する日の午前 9時以降（同日に複数の案件がある場合は順次開札） 

 ◇契約書の受渡し：電子入札システムによる落札決定通知書の送信日以降（契約検査課にて受渡し） 

 ◇その他留意事項 

  ※平成 27年度から入札時の工事費内訳書の提出が義務化されたことを受け、開札後は落札決定を

保留とし、工事費内訳書の点検後に落札決定を行う。（案件数の多寡にもよりますが、通常は、

開札日又は開札日の翌日（開札日が金曜日の場合は月曜日）に落札決定の通知書を送信します。） 

  ※制限付き一般競争入札の場合は、工事費内訳書の点検後に落札候補者に対して入札参加要件の

確認資料の提出を求めます。 

※電子入札システムが利用できなくなった場合は、速やかに契約検査課へ連絡してください。 

【電子入札システムによる指名競争入札の流れ（4月 6日通知の場合）】 

４月６日（木）  入札通知日 

   ７日（金） 

   ８日（土） 

   ９日（日） 

  １０日（月） 

  １１日（火） 

  １２日（水） 

  １３日（木）                       見積期間１０日間 

  １４日（金）                       ※入札通知日・開札日・土日祝日を除く 

  １５日（土） 

  １６日（日） 

  １７日（月） 

  １８日（火）  入札開始※入札時に工事費内訳書を添付 

  １９日（水）      

  ２０日（木）  入札終了 

  ２１日（金）  開札日（落札決定保留） 

  ２２日（土） 

  ２３日（日）                       工事費内訳書の点検 

  ２４日（月）  落札決定日 

  ２５日（火） （落札決定日）※案件数が多い場合 

資料 ３―１ 
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建設工事及び建設コンサルタント等業務委託の入札・契約制度の概要 
 

■令和 5年度入札・契約制度の概要 

 項  目 内    容 

競 
 
 

争 
 
 

性 

制限付き一般

競争入札 

【対象範囲】 

・設計金額が 2,000万円以上の工事 

 

【公告場所】 

・契約検査課閲覧所 

・市ホームページ 

・業界新聞への情報提供 

 

【設計図書の閲覧方法】 

・市ホームページ（新潟県入札情報サービス）からダウンロード又は契約検

査課閲覧所での閲覧 

 

【落札者の決定方法】 

・入札により落札候補者を決定し、入札参加資格要件を審査した後、落札者

として決定（事後審査型） 

・最初の落札候補者が資格要件を満たさない場合は、次点者を審査 

指名競争入札 

【対象範囲】 

・設計金額が 2,000万円未満の工事 

・設計金額が 50万円超の建設コンサルタント等業務 

 

【業者数の基準（工事）】 

Ａ級工事 14業者 

Ｂ級工事 14業者 

Ｃ級工事 12業者 

Ｄ級工事 8業者 

 

※工事等級のない工種（工事） 

予定価格 500万円以上 14業者 

予定価格 500万円未満 12業者 

 

【設計図書の閲覧方法】 

・市ホームページ（新潟県入札情報サービス）からダウンロード又は契約検

査課閲覧所での閲覧 
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公 

平 

性 

・ 

公 

正 

性 

工事費内訳書の

提出 

【概要】 

・建設工事の入札時において入札金額に対する内訳書の提出を求める。内訳

書の内容に不備があった場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 

  ［無効要件］ 

    ア 内訳書未提出 

    イ 入札金額と内訳書合計金額の不一致 

ウ 内訳書の計算誤り など 

社会保険等の加

入促進に向けた

取組 

【概要】 

・元請業者に提出義務がある「施工体制台帳」の「健康保険等の加入状況」

欄に記載されている健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況を確

認する。 

・社会保険等の未加入が確認された場合は、元請業者に対して、当該下請業

者への社会保険等加入指導を要請する。なお、要請後、一定期間が経過し

ても社会保険等の加入が確認できない場合は、発注者から建設業許可機関

等に未加入情報を通知する。 

・社会保険等未加入業者を下請次数にかかわらず下請契約の相手方としな

い。 

・受注者に対して法定福利費（工事に従事する現場労働者に関する健康保険、

厚生年金保険及び雇用保険の事業主負担額）を明示した請負代金内訳書の

提出を求める。 

 

【対象工事】 

・契約検査課において入札・契約事務を行う工事 

１抜け方式によ

る入札 

【概要】 

・受注機会の均等を図るため、次の条件全てに当てはまる入札を実施する場

合、1 度落札した業者が次の入札に参加できない方式を必要に応じて実施

する。（電子入札により入札に参加している場合は、辞退扱いとする。） 

① 入札方法が同じ（制限付き一般競争入札、指名競争入札ごと） 

② 工種又は業務内容が同じ 

③ 入札参加資格要件が同じ 

④ 同日に行う入札 

苦情申出制度 

【概要】 

・指名競争入札で指名されなかった場合や制限付き一般競争入札で入札参加

資格が認められなかった場合又は指名停止等の措置を受けた場合、業者が

市に対して苦情を申立てることができる。 

・苦情に対する市の回答に不服がある場合は、再申立てをすることができる。

この場合、入札監視委員会で対応方法を審議する。 
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公 

平 

性 

・ 

公 

正 

性 

少額工事等契約

希望者登録制度 

【概要】 

・少額工事等の範囲は、1 件の金額が 130 万円以下の工事及び修繕のうち、

内容が軽易であり、かつ、履行の確保が容易であるものとする。発注に当

たっては、見積り合わせを原則とし、見積り依頼業者については、少額工

事等契約希望者登録名簿に登載している業者から希望順を考慮の上、選定

する。 

 

【登録対象者及び申請】 

・建設工事の入札参加資格を有しない市内に本社がある法人又は個人 

・登録申請は、随時受付 

透 

明 

性 
・ 
客 

観 

性 

予定価格等の公

表 

・全ての入札で予定価格、最低制限価格及び指名業者を落札者決定後に公表

する。 

電子入札の推進 

【概要】 

・予定価格 130 万円超の建設工事及び予定価格 50 万円超の建設コンサルタ

ント等業務委託について、全て電子入札で執行する。（随意契約を除く） 

・入札参加要件として電子入札導入業者を優先する。 

発注見通しの公

表 

【概要】 

・概算額が 130 万円超の工事及び 50 万円超の業務委託の年間発注見通しを

公表する。（公表時期：年度当初、10月、1月の年 3回（追加・変更等を反

映） 

入札結果等の公

表    

【概要】 

・入札及び見積り結果、変更契約の内容、指名停止措置などを市ホームペー

ジで随時公表する。 

入札の公開 
【概要】 

・入札を市民に公開する。 

入札監視委員会

の設置 

【概要】 

・市が発注した建設工事等の入札及び契約手続が適正に行われているかを審

議する。 

・市が発注した建設工事等の入札及び契約手続並びに指名停止等措置に係る

再苦情について審議する。 

 

【委員数】 

 ・6人以内（有識者及び公募市民） 

 

【開催数】 

 ・3回／年程度 
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品 

質 

確 

保 

総合評価方式の

試行 

【概要】 

・価格と価格以外の要素（例：企業の実績、技術者の能力、地域貢献度など）

を総合的に評価し、最も評価の高い者を落札者とする。 

制限付き一般競

争入札の参加対

象範囲 

【概要】 

・土木、建築工事のＢランク工事うち、制限付き一般競争入札で執行する予

定価格が 2,000万円以上の工事は、難易度や品質確保の面から、格付Ａラ

ンク業者の参加を認める。 

最低制限価格の

設定 

【概要】 

・設計価格が 130万円超の建設工事及び設計価格が 50万円超の設計・測量・

調査等の建設コンサルタント等業務委託で設定し、最低制限価格を下回っ

た場合は失格とする。（仕様書発注の場合を除く） 

 

【算定式】 

 ■建設工事 

 （直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費×8/10＋一般管理費×3/10） 

＝入札書比較制限価格（最低制限価格の税抜き）※千円未満切り上げ 

※上記経費の分類は、土木工事標準積算基準書及び公共建築工事積算基準

を原則とする。 

 ■建設コンサルタント等業務 

 （直接費＋諸経費等×7/10） 

＝入札書比較制限価格（最低制限価格の税抜き）※千円未満切り上げ 

区 分 直接費 諸経費等 

測量業務 直接測量費 諸経費 

地質調査業務 直接調査費＋間接調査費 諸経費 

設計業務 
直接人件費＋直接経費の内 

以下のア～オに該当するもの 
その他原価＋一般管理費 

物件調査業務 直接原価 その他原価＋一般管理費 

※ア：事務用品費、イ：旅費交通費、ウ：電子成果品作成費、エ：電子計算

機使用料及び機械器具損料、オ：特許使用料、製図費等 
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品 

質 

確 

保 

低入札価格調査

制度の試行 

【概要】 

・最低入札金額（見積金額）が予定価格の 85％を下回った場合、応札者から

積算内訳書の提出を求めるとともに、積算内容の聞き取り調査を行い、契

約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落

札者として決定する。 

・調査対象 

最低制限価格を設けていない仕様書発注の工事及び業務委託 

・主な調査項目 

① 賃金が最低賃金額以上であること。 

② 資格・人員配置が適切であること。 

③ 当該業務に必要な資機材等が確保されていること。 

④ 仕様書にある項目が漏れなく積算されていること。 

営繕工事におけ

る設計変更等の

円滑化 

【概要】 

・営繕工事において、積算数量書などの資料を建設工事請負基準約款第 1条

に規定する「設計図書」として位置付ける。 

※営繕工事…建築物の造営と修繕のことをいい、建築物の新築、増築、改

築、修繕、模様替え等の工事を指す。 

共同企業体運用

基準 

【対象工事・金額基準】 

土木工事・舗装工事・建築工事・設備工事 1億円以上 

  ※上記のほか、技術的難度が高く、共同企業体により安定的な施工が図ら

れる建設工事 

 

【構成要件】 ※各付け等級がある場合 

構成員数 格付 

2社の場合 Ａランク＋Ａランク 

3社の場合 
Ａランク＋Ａランク＋Ａランク 

Ａランク＋Ａランク＋Ｂランク 

 

【出資比率】 

構成員数 代表者の出資比率 代表者以外の出資比率 

2社の場合 50％超 30％以上 

3社の場合 40％以上 20％以上 
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品 

質 

確 

保 

施工時期選択可

能工事制度の試

行 

【概要】 

・発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者が工事開始日（工事の

始期）を選択する方式（余裕期間制度：任意着手方式） 

・工事開始期限日は、標準工期の 30％を超えない範囲で、工事ごとに発注者

が定める。 

・工期は、受注者が発注者の承認を受け決定した工事開始日から発注者が指

定する工事日数を加えたものとなる。 

・対象工事 

予定価格が 130万円超 2,000万円未満で入札に付する次の①又は②の工事

（ただし、災害復旧工事など緊急性のある工事等を除く） 

① 債務負担行為を設定し、1月から 3月までに支出負担行為を行う工事 

② 4 月から 7 月までに支出負担行為を行うもののうち、7 月末日までに

契約を締結する工事 

特記仕様書に施工時期選択可能工事制度の対象であることを明記する。 

※詳細は、施工時期選択可能工事制度試行要領による。 

そ 
 

の 
 

他 

前払金制度 

【概要】 

・前払金は、130万円超の工事の場合は請負金額の 40％、50万円超の建設コ

ンサルタント等業務委託の場合は請負金額の 30％を上限とする。 

・中間前払金は、請負金額が 130万円超で工期が 60日以上の工事を対象に、

請負金額の 20％を上限とする。 

障害者多数雇用

者優遇制度 

【概要】 

・法定雇用率を超える障害者を雇用している事業者に対し、受注機会の拡大

を図るため、障害者を多数雇用する事業者を登録し、申請物品等の発注の

際、優先的に指名する。 

工事業者の格付

のための総合評

点に加算する主

観項目 

【主観項目と加算点】 

主観項目名 加算点 

優良工事受賞者 10点 

男女共同参画社会の促進 10点 

障害者雇用の促進 10点 

労働安全衛生の認証取得者 10点 

消防団協力事業所認定者 10点 

除雪業務受託者 10点 

エコアクション 21取得者 5点 
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そ 
 

の 
 

他 

市内営業所業者

の入札参加要件 

【概要】 

・建設工事の指名基準となる営業所の要件を次のとおりとする。 

① 契約締結などの権限を委任されている者が常駐していること。 

② 実態的な営業活動を 5年以上行っていること。 

③ 営業する許可業種に対応する専任技術者が常駐していること。 

④ 営業所に常勤する従業員が 3人以上であること。 

⑤ 営業所としている建物内において、明確に区分された事務室が設け

られていること。 

※ただし、工事内容によって、指名者数が少数となり、競争性が確保で

きないと判断した場合は、この限りでない。 

 

・建設コンサルタント等業務の営業所の要件を次のとおりとする。 

① 契約締結などの権限を委任されている者が常駐していること。 

② 実態的な営業活動を 1年以上行っていること。 

③ 営業所に常勤する従業員が 1人以上であること。 

④ 営業所としている建物内において、明確に区分された事務室が設け

られていること。 

※ただし、業務内容によって、指名者数が少数となり、競争性が確保で

きないと判断した場合は、この限りではない。 

週休 2 日取得モ

デル工事の試行 

【概要】 

・週休 2日取得モデル工事の試行対象案件となった場合、各対象工事の試行

実施要領に基づき、工事設計書の労務費等に補正加算を行う。 

・対象工事 

① 土木工事 

② 港湾工事 

③ 営繕工事 

④ 林業土木工事 

⑤ 農業土木工事 

※土木、林業土木、農業土木工事において、新たに「交替制」を導入し、交

替制の実施要領を制定 

※詳細は、各対象工事の試行実施要領による。 

工事実績情報サ

ービス（CORINS）

の登録 

【概要】 

・対象工事を受注した場合、工事実績情報サービス（CORINS：（一財）日本建

設情報総合センター）に受注者が登録を行う。 

・対象工事 

請負金額が 500万円以上の建設工事 
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<工事の発注標準と業者の格付基準> 

工種 級 発注標準 格付 

土木 

Ａ 3,000万円以上 790点以上（特定建設業許可業者に限る） 

Ｂ 1,100万円以上、3,000万円未満 
特定建設業許可業者は 690点以上 790点未満、 

一般建設業許可業者は 690点以上 

Ｃ 400万円以上、1,100万円未満 610点以上 690点未満 

Ｄ 400万円未満 610点未満 

建築 

Ａ 2,200万円以上 790点以上（特定建設業許可業者に限る） 

Ｂ 600万円以上、2,200万円未満 
特定建設業許可業者は 700点以上 790点未満、 

一般建設業許可業者は 700点以上 

Ｃ 300万円以上、600万円未満 600点以上 700点未満 

Ｄ 300万円未満 600点未満 

電気 

Ａ 500万円以上 690点以上 

Ｂ 500万円未満 690点未満 

管 

Ａ 500万円以上 710点以上 

Ｂ 500万円未満 710点未満 

舗装 

Ａ 1,600万円以上 1,000点以上（特定建設業許可業者に限る） 

Ｂ 1,600万円未満 
特定建設業許可業者は 1,000点未満、一般建設

業許可業者は全ての評点 
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<下水道工事発注の基本的考え方> 

工種（口径） 設計金額 入札方法 発注対象 

推進 

800㍉超～ 

5,000万円以上 制限付き一般競争入札 
市内営業所（県内本社）

又は市内本社のＪＶ 

2,000万円～5,000万円 

未満 
制限付き一般競争入札 市内本社 

2,000万円未満 指名競争入札 市内本社 

800㍉以下 

1億円以上 制限付き一般競争入札 市内本社同士のＪＶ 

2,000万円～1億円未満 制限付き一般競争入札 市内本社 

2,000万円未満 指名競争入札 市内本社 

開削 

1億円以上 制限付き一般競争入札 市内本社同士のＪＶ 

2,000万円～1億円未満 制限付き一般競争入札 市内本社 

2,000万円未満 指名競争入札 市内本社 

※雨水管工事は上記基準に準ずる。 
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電子契約サービスの導入について 

 

１ 電子契約サービスの概要 

現在、書面（紙媒体）の契約書で締結している契約を、インターネットを利用した

電子データによる契約書で契約を締結するもの。 

市においては、契約書の印刷・製本や、押印、郵送などの作業が不要になり、業務

の効率化とコストの削減を図ることができる。 

また、事業者においても、契約書への押印や、収入印紙の添付が不要になり、返送

も不要となることから、業務の効率化とコストの削減を図ることができる。 

 

２ 市の方針 

電子契約は、市・事業者双方に、業務の効率化、コスト削減などのメリットがあり、

自治体におけるデジタル化の一環として、新潟県及び県内市町村とのシステムの共

同利用も含め検討を進めており、今回、県との共同調達によりサービスを導入するこ

ととした。 

 

３ サービス導入方法 

⑴ 調達方法 

新潟県、柏崎市、上越市による共同調達 

⑵ 共同調達概要 

・新潟県、柏崎市、上越市でプロポーザル方式による共同調達選定審査委員会を開

催し、受託候補者を 1者選定 

・それぞれの自治体がプロポーザルで選定した受託候補者と契約 

⑶ サービス利用期間 

令和 5年 10月 1日～令和 8年 9月 30日（長期継続契約） 

⑷ 対象案件 

契約検査課が取り扱う建設工事、測量、建設コンサルタント、業務委託から電子

契約に移行し、その後（令和 6年 10月）、物品購入契約に拡大する予定。 

⑸ 導入経費 

以下の金額を見積限度額とし、受託候補者が提案した金額とする。 

令和 5年度 924,000円、令和 6年度 374,000円、令和７年度 374,000円、 

令和 8年度 198,000円、合計 1,870,000円 

⑹ スケジュール 

募集公示               4月 12日（水） 

プレゼンテーション・審査会 5月 17日（水） 

審査結果通知        5月 24日（水） 

受託候補者との契約     5月 31日（水） 

担当者研修、事業者説明   7月～8月 

サービス利用開始      10月 1日（日） 
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４ 電子契約による契約締結のイメージ 
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○上越市財務規則【抜粋】 

 

第７章 契約 

第１節 通則 

（適用の範囲） 

第１３３条 売買、貸借、請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある

場合のほか、この章の定めるところによる。 

（契約に関する事務） 

第１３４条 契約検査課長及び用地管財課長（以下「契約担当課長」という。）は、市の契約

に関する事務を行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、課長等にその

事務の一部を行わせることができる。 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第１３４条の２ 上越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１７年

上越市条例第１２６号）第２条第９号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。 

(1) 仮設建築物の賃貸借契約 

(2) 厨
ちゆう

房機器の賃貸借契約 

(3) 長期継続契約により借り入れる物品の保守管理に関する委託契約 

(4) その他契約検査課長が別に指定する契約 

（契約の方法等） 

第１３５条 契約担当課長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次

項、第３項又は第５項に規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。 

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に

適しないものをするとき。 

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がない

と認められる程度に少数である契約をするとき。 

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約（以下「随

意契約」という。）を締結することができる。 

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借契約にあっては、予定賃貸借料の

年額又は総額）が別表第４左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えな

いものとするとき。 

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用さ

せるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないも

のとするとき。 

(3) 次に掲げる施設等において製作された物品を買い入れる契約をするとき。 

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号）第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介

護、同条第１３項に規定する就労移行支援又は同条第１４項に規定する就労継続支援を

行う事業に限る。）を行う施設（以下「障害福祉サービス施設」という。） 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１１項に規

定する障害者支援施設（以下「障害者支援施設」という。） 

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第２７項に規

定する地域活動支援センター（以下「地域活動支援センター」という。） 

エ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者の地域にお

ける作業活動の場として同法第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けて

資料 ４ 



2 

 

いる施設（以下「小規模作業所」という。） 

(4) 次に掲げる施設等から役務の提供（キに掲げる団体に係る役務の提供にあっては、母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第６項に規定する母子・

父子福祉団体（以下「母子・父子福祉団体」という。）が行う事業でその事業に使用され

る者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条

第４項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供に限る。）を受ける契約をするとき。 

ア 障害福祉サービス施設 

イ 障害者支援施設 

ウ 地域活動支援センター 

エ 小規模作業所 

オ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第３７条第１項

に規定するシルバー人材センター連合 

カ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条第２項に規定するシルバー人材セ

ンター 

キ 母子・父子福祉団体 

(5) 地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第１２条の３の規定により市長の

認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。 

(6) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

(7) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(8) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

(9) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。 

(10) 落札者が契約を締結しないとき。 

４ 施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号に規定する規則で定める手続は、次のとお

りとする。 

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。 

(2) 契約を締結する前に、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。 

(3) 契約を締結した後に、契約の相手方となった者の氏名（法人の場合は、その名称）、契

約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。 

５ 動産の売払いで当該契約の性質が競り売りに適しているときは、競り売りの方法により契

約を締結することができる。 

（契約書の作成） 

第１３６条 契約担当課長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方

を決定したときは、直ちに契約書を２通作成し、相互に交換しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。 

(1) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引き取るとき。 

(2) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。 

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。 

(4) 競り売り及び売価表示販売をするとき。 

(5) 前条第３項第１号に規定する契約をするとき。 

２ 契約担当課長は、前項第５号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適

正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければ

ならない。ただし、別に定める要件に該当するときは、この限りでない。 

（契約書の記載事項） 

第１３７条 前条の規定により、契約担当課長が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記

載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、こ

の限りでない。 

(1) 契約の目的 

(2) 契約金額 
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(3) 契約履行期限及び場所 

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

(5) 契約保証金の額 

(6) 債権債務の譲渡に関する事項 

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の

損害金 

(8) 危険負担 

(9) 瑕疵
か し

担保責任 

(10) 契約に関する紛争解決の方法 

(11) 監督及び検査 

(12) その他必要な事項 

（契約保証金） 

第１３８条 契約担当課長は、契約の相手方に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を

納付させなければならない。ただし、第１４０条の規定による仮契約の場合にあっては、こ

の限りでない。 

２ 前項の保証金の納付は、契約金額の１００分の１０以上に相当すると認められる第２０１

条第１項に規定する有価証券をもって代えることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、契約保証金の率又は額について、他の条例又は規則に定めが

あるときは、当該他の条例又は規則に定める率又は額とする。 

４ 第１項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合

において、当該担保の価値は、保証すべき契約の契約保証金の額でなければならない。 

(1) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証 

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社の保証 

５ 契約担当課長は、第１項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証

金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。 

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3) 施行令第１６７条の５及び第１６７条の１１の規定に基づき別に市長が定める資格を

有する者が契約の相手方であり、その者が過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び

規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、か

つ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約

を履行しないこととなるおそれがないとき。 

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結

するとき。 

６ 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。 

（契約保証金の受入れ及び払出しの手続） 

第１３９条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。 

（仮契約書の作成） 

第１４０条 契約担当課長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和４６年上越市条例第６９号）の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しよう

とするときは、一般競争入札又は指名競争入札の落札者に対し、当該契約は議会の同意を得

たときには本契約として認められる旨の契約（以下「仮契約」という。）に関する書類を作

成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。 

２ 契約担当課長は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を落札
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者に書面をもって通知しなければならない。 

（違約金の徴収） 

第１４１条 契約担当課長は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により契約期間内に契

約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数１日につ

き契約金額の１万分の４以上の割合で違約金を徴収することができる。 

２ 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金を相殺し、なお不足があ

るときは追徴する。 

（契約の解除） 

第１４２条 契約担当課長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

契約を解除することができる。 

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められ

るとき。 

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。 

(3) 契約の解除の申出をしたとき。 

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方

若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若

しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。 

２ 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第１３６条第１項ただし書の

規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。 

（監督及び検査） 

第１４３条 課長等は、工事又は製造その他についての請負契約が締結されたときは、自ら又

は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により

監督しなければならない。 

２ 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の

契約を履行したときは、速やかにその旨を課長等に届け出なければならない。 

３ 契約検査課長又は課長等は、前項の届出があったときは、直ちに自ら又は工事検査員若し

くは補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、設計書又は仕様書その他関係

書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。 

４ 契約検査課長又は課長等は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由に

より前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職

員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督につい

ても、また同様とする。 

（検査調書の作成） 

第１４４条 契約検査課長又は課長等から検査を命ぜられた工事検査員又は補助者は、前条第

３項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

ただし、別に定める要件に該当するときは、検査調書の作成を省略することができる。 

２ 前項の規定により契約検査課長又は課長等から検査を命ぜられた工事検査員又は補助者

は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた契約検査課長又は課長等に検査調書を

提出しなければならない。 

３ 収支命令職員は、第１項の規定による検査調書によらなければ当該契約に係る経費につい

て支出命令をしてはならない。ただし、同項ただし書の規定により検査調書の作成を省略す

るときは、請求書又は支出調書で検査した旨を記載をすることをもって、検査調書に代える

ことができる。 

（部分払） 

第１４５条 収支命令職員は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他について

の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れの契約に係る既納部分に対して、その完済又は

完納前にその代金の一部を支払うことができる。 
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２ 前項の支払金額は、工事又は製造その他の請負についてはその既済部分に対する代金の額

の１０分の９、物件の買入れについてはその既納部分に対する代金の額を超えることができ

ない。ただし、性質上可分の工事又はその他についての請負契約に係る完済部分に対しては、

その代金の全額までを支払うことができる。 

３ 前項の規定による支払をする場合にあっては、契約の相手方が当該支払の対象となる物件

について危険負担をする旨を契約書に明記しなければならない。 

４ 予算執行職員は、第１項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一

部履行届を提出させなければならない。 

５ 第１４３条第３項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。 

第２節 一般競争入札 

（入札の公告） 

第１４６条 契約担当課長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算

して、次に掲げる期間をおいて公報、新聞その他の方法により公告しなければならない。た

だし、契約担当課長がやむを得ない理由があると認めるときは、第２号及び第３号の期間を

５日以内に限り、短縮することができる。 

(1) 予定価格が５００万円未満のものは１日以上 

(2) 予定価格が５００万円以上５，０００万円未満のものは１０日以上 

(3) 予定価格が５，０００万円以上のものは１５日以上 

（入札について公告する事項） 

第１４７条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 一般競争入札に付する事項 

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項 

(3) 入札及び開札の場所及び日時 

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限 

(5) 入札に参加する資格を有することについて課長等の確認を受けなければならない旨 

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とする旨 

(7) 入札保証金に関する事項 

(8) 入札に当たっては、この規則の各条項を尊重しなければならない旨 

(9) その他必要な事項 

（契約担当課長等の責務） 

第１４８条 契約担当課長又は課長等は、入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）

が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要

な便宜を図るよう努めなければならない。 

（入札保証金等） 

第１４９条 入札者は、現金又は第２０１条第１項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額

の１００分の５以上の入札保証金を、契約担当課長があらかじめ指定する日までに歳入歳出

外現金等納付書（電子入札の場合にあっては、書留郵便又はこれに準ずると市長が認める方

法（以下「書留郵便等」という。）により、会計管理者に対し納入しなければならない。 

２ 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者は、歳入歳出外現金等領

収証書を当該入札者に交付しなければならない。 

３ 契約担当課長は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定によ

り交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。た

だし、第１５６条第１項ただし書の規定による入札（以下「郵便等による入札」という。）

及び電子入札の場合にあっては、当該歳入歳出外現金等領収証書の確認を要しない。 

（入札保証金の免除） 

第１５０条 前条の規定にかかわらず、契約担当課長は、次の各号のいずれかに該当する場合

については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合
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にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されな

ければならない。 

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 

(2) 競争入札に付する場合において、入札者が施行令第１６７条の５及び第１６７条の１

１の規定に基づき市長が別に定める資格を有する者で契約を締結しないこととなるおそ

れがないものであると認められるとき。 

（入札保証金の還付） 

第１５１条 入札保証金は、開札（再入札の開札を含む。）完了後入札者から歳入歳出外現金

等還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者の納付した入札保証金は、当該契約

について契約書を交換したときにおいて契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。 

２ 第１４０条第１項の規定により仮契約を締結した者が納入した入札保証金は、当該契約に

ついて議会の同意が得られなかった場合においては、同条第２項の規定による通知をすると

きに還付するものとする。 

（入札保証金の受入れ及び払出しの手続） 

第１５２条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。 

（予定価格の作成等） 

第１５３条 予算執行職員（契約検査課において契約に関する事務を行う場合にあっては、市

長又は第３条の規定により市長の権限を専決する副市長、財務部長若しくは契約検査課長。

以下この条において同じ。）は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとする

ときは、当該事項に関する仕様書及び設計書等により、入札に付する事項の予定価格を定め

なければならない。 

２ 予算執行職員は、予定価格を定めたときは、市長が別に定める予定価格書（以下「予定価

格書」という。）に記載し、それを封筒に入れて封印し、保管しなければならない。 

３ 予算執行職員は、前項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、入札に付する前

に予定価格を公表することができる。この場合においては、予定価格書を封筒に入れて封印

することを要しない。 

４ 契約担当課長は、予定価格書を入れた封筒（前項の規定により予定価格書を封筒に入れて

封印しなかった場合にあっては、予定価格書）を開札の際、開札場所に置かなければならな

い。 

５ 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとすると

きは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を設け、これを第１４６条の規定によ

る公告において明らかにすることができる。 

（予定価格の決定方法） 

第１５４条 前条第１項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額に

ついて定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供

給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履

行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 

（落札価格の制限） 

第１５５条 一般競争入札により、工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最

低制限価格を設けようとする場合には、第１５３条第１項から第４項までの規定を準用する。 

２ 前項により最低制限価格を設けたときは、第１４６条の公告においてその旨を明らかにし

なければならない。 

（入札の方法） 

第１５６条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を提出することにより行わなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便等で提出して行う

ことができる。 

２ 郵便等による入札をするときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならな
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い。 

（電子入札の方法） 

第１５６条の２ 前条の規定にかかわらず、契約担当課長は、入札を電子入札の方法により行

わせることができる。 

２ 電子入札に参加する者は、前条第１項の入札書の提出に代えて、電子入札システムに入札

金額その他必要な事項を入力することにより入札しなければならない。 

（代理入札） 

第１５７条 契約担当課長は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、契

約担当課長が別に定める方法により代理権を確認することができる場合を除き、入札開始日

時までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。 

（入札価格の表示効力等） 

第１５７条の２ 総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札

の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合において、その総額に誤りがあるときも、

また同様とする。 

２ 契約検査課長は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落

札者にこれを訂正させなければならない。 

（入札の時期） 

第１５８条 入札は、公告した入札開始日時から入札締切日時までの間に契約担当課長の指示

に従い行わなければならない。 

２ 入札者は、契約担当課長の入札開始日時及び入札締切日時の認定に対して異議を申し立て

ることができない。 

（開札） 

第１５９条 契約担当課長は、入札が終わったときは、入札締切日時経過後直ちに公告で示し

た場所で、入札者（入札者が立ち会わない場合（ただし書の規定により入札者の立会いを要

しない場合を含む。）にあっては、当該入札事務に関係のない職員）の立会いの上開札しな

ければならない。ただし、郵便等による入札及び電子入札の場合は、入札者の立会いを要し

ない。 

２ 入札者は、その提出した入札書（電子入札の場合にあっては、電子入札システムに入力し

た事項）の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

３ 契約担当課長は、第１項の規定による開札により落札者が決定したときは、電子入札以外

の方法による入札の場合にあってはその場で直ちに出席者に公表するとともに、落札者に対

して口頭又は書面により、電子入札による入札の場合にあっては電子入札システムを使用し

て通知しなければならない。 

４ 契約担当課長は、入札の結果について第１項に規定する立会職員の確認を受けて入札調書

を作成しなければならない。 

（無効入札） 

第１６０条 契約担当課長は、次の各号のいずれかに該当する入札は無効として取り扱うもの

とする。 

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は第１５７条の規定による代理権

の確認を受けない代理人がした入札 

(2) 入札書の記載事項中、入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札 

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第１４９条第１項に規定する額に達しな

い者がした入札 

(4) 郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始日時までに

到着せず、又は書留郵便等以外の方法によった入札 

(5) 電子入札であって、第１５８条第１項の入札締切日時までに入札金額その他必要な事

項が電子入札システムにより市の使用に係る電子計算組織に記録されないもの 

(6) 同一の入札者が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 
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(7) 脅迫その他不正の行為によってした入札 

(8) その他入札に関する条件に違反した入札 

２ 契約担当課長は、入札者が不当に価格を競り上げ、又は競り下げる目的をもって連合その

他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。 

３ 入札の効力は、契約担当課長が決定する。この場合において、入札者は、その決定に対し

て異議を申し立てることができない。 

（最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合） 

第１６１条 契約検査課長は、施行令第１６７条の１０第１項の規定により予定価格の範囲内

で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときには、当該最低

価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序

を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。 

２ 契約検査課長は、前項の措置をとるに当たっては、市長があらかじめ指定する専門的知識

を有する者の意見を聴かなければならない。 

（入札の打切り） 

第１６２条 落札者の決定後、郵便等による入札及び電子入札以外の方法による入札の場合に

あってはその場で直ちに、郵便等による入札及び電子入札の場合にあっては第１５９条第３

項の規定による通知を受けた後に当該落札者が入札の取消しをする旨申し出たときは、当該

落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。 

（再入札） 

第１６３条 契約担当課長は、初度の入札において落札者がない場合にその差額が僅かである

と認めるときは、入札条件を変更しないで電子入札以外の方法による入札の場合にあっては

その場で直ちに、電子入札の場合にあっては契約担当課長が入札の時期を指定して再入札に

付することができる。ただし、再入札は２回を限度とする。 

２ 再入札の場合の入札保証金は、第１４９条の規定にかかわらず、初度の入札において納付

した額とする。 

３ 初度の入札において郵便等による入札をした者並びに初度の入札及び第１回の再入札に

おいて第１６０条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。 

４ 契約担当課長は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに前項の規定により再入札に

参加できない者並びに入札開始日時及び入札締切日時をあらかじめ電子入札以外の方法に

よる入札の場合にあっては口頭又は書面で、電子入札の場合にあっては電子入札システムを

使用して、当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。 

（入札中止等） 

第１６４条 契約担当課長は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その

他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。 

２ 契約担当課長は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速や

かにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。この場

合において、電子入札により入札した者に対しては、併せて電子入札システムを使用して通

知しなければならない。 

３ 契約担当課長は、第１項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合におい

て、郵便等による入札が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならな

い。 

（公告期間の短縮） 

第１６５条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、

更に入札に付そうとするときは、第１４６条ただし書の規定を準用する。 

第３節 指名競争入札 

（指名競争参加人数） 

第１６６条 契約担当課長は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく３人以上の入札
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者を指名しなければならない。 

（指名通知） 

第１６７条 契約担当課長は、前条の規定により相手方を指名したときは、第１４６条の規定

に準じ、相当の見積期間をおいて第１４７条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなけれ

ばならない。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第１６８条 指名競争入札に関しては、前２条に定めるものを除いては、一般競争入札に関す

る規定を準用する。 

第４節 随意契約 

（随意契約の手続） 

第１６９条 契約担当課長は、随意契約をしようとするときは、なるべく２人以上の者から見

積書を徴さなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体と契約しようとするとき、

生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、官報その他のもので価格が確定し、見積書を

徴する必要がないとき、又は市長が別に定めるときは、この限りでない。 

２ 契約担当課長は、随意契約をする場合においては、経費執行伺にその根拠規定を記載しな

ければならない。 

（予定価格の決定） 

第１７０条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第１５３条の規定に準じて予定価格

を定めなければならない。ただし、官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要

がない場合は、当該価格を予定価格とすることができる。 

２ 契約担当課長は、前項ただし書に規定する場合その他市長が別に指定する要件に該当する

場合は、予定価格書の作成を省略することができる。この場合において、契約担当課長は、

市長が別に定める書面に予定価格を記載しなければならない。 

（随意契約の相手方） 

第１７１条 施行令第１６７条の４に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。 

第５節 競り売り 

第１７２条 用地管財課長は、動産の売払いで当該契約の性質が競り売りに適している場合に

は、一般競争入札の規定に準じて競り売りに付することができる。 

第６節 建設工事の特例 

（建設工事請負契約の特例） 

第１７３条 契約検査課長は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定す

る建設工事の請負契約を締結する場合には、同条第３項に規定する建設業者であるかどうか

確認しなければならない。 

２ 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第１３６条第１項の規

定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。 

３ 契約検査課長は、建設工事請負契約については、第１３７条第１号から第６号までに掲げ

る事項及び別記建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が

確定した日から７日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が１３０万

円を超えない場合には、契約の相手方の工事請書をもって建設工事請負契約書に代えること

ができる。 

（請負代金内訳書等） 

第１７４条 契約検査課長は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは、契約

の相手方に対し、契約締結の日から起算して７日以内に請負代金内訳書及び工程表を提出さ

せることができる。 

（工事着手時期及び工期の起算） 

第１７５条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合

は、契約締結の日から起算して７日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災地

変その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において契約検査課長
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の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締

結の日から起算する。 

（工事着手時期及び工期の起算の特例） 

第１７６条 前条第１項本文の規定にかかわらず、予算執行職員が入札の公告又は指名の通知

において工事の施工の時期を選択することができる旨の指定をした建設工事であって、第１

５９条第３項（第１６８条において準用する場合を含む。）の規定による落札通知を受けた

日から起算して７日以内に工事の施工の時期について予算執行職員の承認を得たものにつ

いては、建設工事の契約者は、当該承認を得た工事の施工の時期の開始の日から起算して７

日以内に工事に着手しなければならない。 

２ 前条第２項の規定にかかわらず、前項の承認を得た建設工事の工事期間は、当該承認を得

た工事の施工の時期の開始の日から起算する。 

（工事着手届） 

第１７７条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を課長等に届出し

なければならない。ただし、第１７３条第３項ただし書の規定により契約の相手方の工事請

書をもって建設工事請負契約書に代えた場合は、書面による届出を省略することができる。 

 



令和４年度発注状況総括表 【工事】 上越市

対前年比

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）① 件数 金額（千円）② ①÷②

土木 14 561,985 48 2,323,283 70 3,241,415 71.67%

建築 0 0 11 939,345 10 873,400 107.55%

電気 0 0 4 966,680 3 166,452 580.76%

管 0 0 9 288,264 3 276,650 104.20%

舗装 1 40,659 1 40,659 7 146,968 -

その他 0 0 4 236,720 10 702,668 33.69%

計 15 602,644 77 4,794,951 103 5,407,553 88.67%

土木 22 183,326 91 627,572 102 669,350 93.76%

建築 1 2,036 36 157,601 16 95,117 165.69%

電気 1 15,840 29 164,533 18 60,610 271.46%

管 1 3,828 43 172,629 45 144,887 119.15%

舗装 18 146,041 36 286,124 38 343,045 83.41%

その他 11 38,146 61 228,419 52 239,253 95.47%

計 54 389,217 296 1,636,878 271 1,552,262 105.45%

土木 1 1,705 1 1,705 1 4,400 -

建築 1 30,470 2 38,830 2 44,000 88.25%

電気 0 0 2 5,418 2 7,590 71.38%

管 1 9,020 6 43,899 2 21,536 203.84%

舗装 0 0 0 0 0 0 -

その他 0 0 11 143,154 16 499,108 28.68%

計 3 41,195 22 233,006 23 576,634 40.41%

土木 37 747,016 140 2,952,560 173 3,915,165 75.41%

建築 2 32,506 49 1,135,776 28 1,012,517 112.17%

電気 1 15,840 35 1,136,631 23 234,652 484.39%

管 2 12,848 58 504,792 50 443,073 113.93%

舗装 19 186,700 37 326,783 45 490,013 66.69%

その他 11 38,146 76 608,293 78 1,441,029 42.21%

計 72 1,033,056 395 6,664,835 397 7,536,449 88.43%

94.07% 92.40%

制限付き
一般競争入札

指名競争入札

随意契約

合　　　　計

平均落札率 95.75%

資料　５－１

契約の方法 種類
R4/11/1～R5/3/31 R4年度（4/1～3/31） R3年度（4/1～3/31）

1



令和４年度発注状況総括表 【委託】 上越市

対前年比

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）① 件数 金額（千円）② ①÷②

設計 0 0 0 0 0 0 -

監理 0 0 0 0 0 0 -

測量 0 0 0 0 0 0 -

調査 0 0 0 0 0 0 -

その他 0 0 0 0 0 0 -

計 0 0 0 0 0 0 -

設計 12 67,827 41 292,755 39 221,329 132.27%

監理 0 0 0 0 0 0 -

測量 8 20,967 46 128,950 23 53,059 243.03%

調査 2 6,410 15 95,181 13 24,408 389.96%

その他 44 234,055 204 600,049 208 548,729 109.35%

計 66 329,259 306 1,116,935 283 847,525 131.79%

設計 0 0 4 47,590 10 28,324 168.02%

監理 0 0 5 32,615 2 14,025 232.55%

測量 0 0 0 0 4 30,624 -

調査 0 0 0 0 5 90,013 -

その他 17 88,002 111 680,923 89 442,673 153.82%

計 17 88,002 120 761,128 110 605,659 125.67%

設計 12 67,827 45 340,345 49 249,653 136.33%

監理 0 0 5 32,615 2 14,025 232.55%

測量 8 20,967 46 128,950 27 83,683 154.09%

調査 2 6,410 15 95,181 18 114,421 83.18%

その他 61 322,057 315 1,280,972 297 991,402 129.21%

計 83 417,261 426 1,878,063 393 1,453,184 129.24%

93.93% 94.61%

制限付き
一般競争入札

指名競争入札

随意契約

合　　　　計

平均落札率 92.34%

契約の方法 種類
R4/11/1～R5/3/31 R4年度（4/1～3/31） R3年度（4/1～3/31）

2



令和4年度発注状況総括表 【物品・印刷・賃貸借】 上越市

対前年比

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）① 件数 金額（千円）② ①÷②

物品 0 0 4 216,238 3 148,775 145.35%

印刷 0 0 0 0 0 0 -

賃貸借 0 0 0 0 0 0 -

計 0 0 4 216,238 3 148,775 145.35%

物品 10 25,088 126 519,299 126 538,332 96.46%

印刷 2 1,499 10 9,955 17 17,694 56.26%

賃貸借 7 489,506 18 508,616 13 21,454 2370.73%

計 19 516,093 154 1,037,870 156 577,480 179.72%

物品 43 29,577 362 495,554 354 205,640 240.98%

印刷 26 8,542 72 31,162 72 27,839 111.94%

賃貸借 1 634 32 264,054 24 41,256 640.04%

計 70 38,753 466 790,770 450 274,735 287.83%

物品 53 54,665 492 1,231,091 483 892,747 137.90%

印刷 28 10,041 82 41,117 89 45,533 90.30%

賃貸借 8 490,140 50 772,670 37 62,710 1232.13%

計 89 554,846 624 2,044,878 609 1,000,990 204.29%

契約の方法 種類
R4/11/1～R5/3/31 R4年度（4/1～3/31） R3年度（4/1～3/31）

制限付き
一般競争入札

指名競争入札

随意契約

合　　　　計

平均落札率 92.27% 90.06% 89.46%

3



令和4年度発注状況総括表 【工事】 上越市ガス水道局

対前年比

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）① 件数 金額（千円）② ①÷②

土木 0 0 0 0 0 0 -

建築 0 0 0 0 0 0 -

電気 0 0 1 44,000 2 179,520 24.51%

管 0 0 1 30,690 0 0 -

舗装 0 0 0 0 0 0 -

本管 20 377,968 105 2,024,195 128 2,236,847 90.49%

その他 1 47,772 5 183,292 2 194,040 94.46%

計 21 425,740 112 2,282,177 132 2,610,407 87.43%

土木 1 5,986 2 9,933 2 6,633 149.75%

建築 0 0 2 6,468 2 15,455 41.85%

電気 1 3,091 6 26,235 2 7,645 343.17%

管 1 2,859 5 11,277 3 10,669 105.70%

舗装 0 0 8 51,480 22 98,032 52.51%

本管 0 0 0 0 0 0 -

その他 0 0 12 48,062 8 32,844 146.33%

計 3 11,936 35 153,455 39 171,278 89.59%

土木 0 0 0 0 0 0 -

建築 0 0 0 0 0 0 -

電気 0 0 0 0 0 0 -

管 0 0 0 0 0 0 -

舗装 0 0 0 0 0 0 -

本管 0 0 0 0 0 0 -

その他 0 0 0 0 0 0 -

計 0 0 0 0 0 0 -

土木 1 5,986 2 9,933 2 6,633 149.75%

建築 0 0 2 6,468 2 15,455 41.85%

電気 1 3,091 7 70,235 4 187,165 37.53%

管 1 2,859 6 41,967 3 10,669 393.35%

舗装 0 0 8 51,480 22 98,032 52.51%

本管 20 377,968 105 2,024,195 128 2,236,847 90.49%

その他 1 47,772 17 231,354 10 226,884 101.97%

計 24 437,676 147 2,435,632 171 2,781,685 87.56%

資料　５－２

契約の方法 種類
R4/11/1～R5/3/31 R4年度（4/1～3/31） R3年度（4/1～3/31）

制限付き
一般競争入札

指名競争入札

随意契約

合　　　　計

平均落札率 84.49% 86.32% 86.69%

4



令和4年度発注状況総括表 【委託】 上越市ガス水道局

対前年比

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）① 件数 金額（千円）② ①÷②

設計 0 0 0 0 0 0 -

監理 0 0 0 0 0 0 -

測量 0 0 0 0 0 0 -

調査 0 0 0 0 0 0 -

その他 0 0 0 0 0 0 -

計 0 0 0 0 0 0 -

設計 0 0 4 42,350 1 3,740 1132.35%

監理 0 0 0 0 0 0 -

測量 0 0 2 3,409 0 0 -

調査 0 0 4 12,335 1 5,535 222.85%

その他 1 1,540 17 48,464 10 29,034 166.92%

計 1 1,540 27 106,558 12 38,309 278.15%

設計 0 0 0 0 0 0 -

監理 0 0 0 0 0 0 -

測量 0 0 0 0 0 0 -

調査 0 0 0 0 0 0 -

その他 2 5,829 5 13,722 5 15,072 91.04%

計 2 5,829 5 13,722 5 15,072 91.04%

設計 0 0 4 42,350 1 3,740 1132.35%

監理 0 0 0 0 0 0 -

測量 0 0 2 3,409 0 0 -

調査 0 0 4 12,335 1 5,535 222.85%

その他 3 7,369 22 62,186 15 44,106 140.99%

計 3 7,369 32 120,280 17 53,381 225.32%

契約の方法 種類
R4/11/1～R5/3/31 R4年度（4/1～3/31） R3年度（4/1～3/31）

制限付き
一般競争入札

指名競争入札

随意契約

合　　　　計

平均落札率 94.54% 92.90% 92.85%

5



令和4年度発注状況総括表 【物品・印刷・賃貸借】 上越市ガス水道局

対前年比

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）① 件数 金額（千円）② ①÷②

物品 0 0 0 0 0 0 -

印刷 0 0 0 0 0 0 -

賃貸借 0 0 0 0 0 0 -

計 0 0 0 0 0 0 -

物品 6 28,362 25 113,707 27 130,133 87.38%

印刷 0 0 0 0 0 0 -

賃貸借 0 0 0 0 0 0 -

計 6 28,362 25 113,707 27 130,133 87.38%

物品 0 0 1 1,595 1 1,262 -

印刷 0 0 0 0 0 0 -

賃貸借 1 1,198 1 1,198 0 0 -

計 1 1,198 2 2,793 1 1,262 -

物品 6 28,362 26 115,302 28 131,395 87.75%

印刷 0 0 0 0 0 0 -

賃貸借 1 1,198 1 1,198 0 0 -

計 7 29,560 27 116,500 28 131,395 88.66%

契約の方法 種類
R4/11/1～R5/3/31 R4年度（4/1～3/31） R3年度（4/1～3/31）

制限付き
一般競争入札

指名競争入札

随意契約

合　　　　計

平均落札率 78.73% 81.14% 79.22%
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指名停止措置状況の報告（令和 4年 11月 1日から令和 5年 3月 31日まで） 

 

 

業  者  名 島津工業 株式会社 上越市大字福田 329番地 

指名停止期間  

・上越市 

令和 4年 12月 7日から令和 5年 1月 6日まで（1箇月） 

・上越市ガス水道局 

令和 4年 12月 7日から令和 5年 1月 6日まで（1箇月） 

指名停止の事由 

市が令和 4 年 5 月 23 日に契約締結した富岡保育園合併浄化槽入替工事に

おいて、排水ポンプ槽底盤にコンクリートスラブが施工されていなかったた

め修補指示が出され、上越市建設工事成績評定要領に基づく工事成績が 60

点未満（55点：Ｅランク）となった。 

このことが、上越市建設工事請負業者指名停止措置要領第 2条及び別表第

2 第 12 号（不正又は不誠実な行為）及び上越市ガス水道局建設工事請負業

者指名停止措置要領第 2 条及び別表第 2 第 12 号（不正又は不誠実な行為）

に該当するため。 

 

 

業  者  名 
西田建設株式会社 上越市大潟区土底浜 1690-1 

有限会社南波工務店 上越市三和区末野新田 1657-1 

指名停止期間  

・上越市 

令和 5年 3月 23日から令和 5年 4月 5日まで（2週間） 

・上越市ガス水道局 

令和 5年 3月 23日から令和 5年 4月 5日まで（2週間） 

指名停止の事由 

新潟県警察本部警務部装備施設課発注の施設第 5号上越警察署（仮称）大

潟交番改築工事において、令和 4年 10月 26日、工事関係者 1名が 2階仮設

作業床上から転落し、負傷（背骨及び脊髄損傷）する事故を発生させた。 

このことが、上越市建設工事請負業者指名停止措置要領第 2条及び別表第

1第 8号（安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故）及び上越

市ガス水道局建設工事請負業者指名停止措置要領第 2条及び別表第 1第 8号

（安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故）に該当するため。 

 

 

 

資料 ６ 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№1） 

 

件  名 中通町排水区雨水管渠 工事 

 

工事場所 寺町 1丁目 地内 担 当 課 下水道建設課 

工  期 令和 4年 11月 11 日 から 令和 5年 3月 31 日 まで （155日間） 

概  要 

工事延長 L=13.5ｍ 管路延長 L=13.5ｍ 

・開削工 ボックスカルバート 1,300×1,200 L=13.5ｍ 

・付帯工 N=1式 

・仮設工 N=1式 

工 種 等 土木一式 工事等級 Ａ又はＢ 

契約方法 制限付き一般競争入札 入 札 日 令和 4年 11 月 7日 

選定理由 

・上越市内に本社を有していること。 

・土木一式工事の格付けが「Ａ」又は「Ｂ」であること。 

土木一式工事 市内本社業者 Ａランク登録業者：41 者 

                      Ｂランク登録業者：68者 

 

予定価格 19,920,000 円 制限価格 16,477,000円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 98.39％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 丸世建設㈱ 19,600,000   決定 

2 田中産業㈱ 19,700,000    

3 大和土建工業㈱ 19,850,000    

4 大栄建設㈱ 19,950,000    

※金額は税抜き 

 
【抽出理由】 

制限付き一般競争入札にもかかわらず、落札率が高いように思われる。 

資料 ７ 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№2） 

 

件  名 道路照明設置 工事 

 

工事場所 大字三田新田 地内 担 当 課 道路課 

工  期 令和 5年 2月 28日 から 令和 5年 3月 31日 まで （155日間） 

概  要 

・照明柱設置工 N=5基 

・引込設備工 一式 

・照明設備工 一式 

・接地設置工 一式 

工 種 等 電気 工事等級 Ａ 

契約方法 指名競争入札 入 札 日 令和 5年 2月 28日 

選定理由 電気Ａランク業者を地理的要件により選定  

 

予定価格 14,440,000 円 制限価格 12,160,000 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 99.72％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 ㈱電設 15,000,000 14,400,000  落札決定 

2 ㈱東光クリエート 15,200,000 14,600,000   

3 大和電建㈱ 15,460,000 14,680,000   

4 ㈱城東電工 15,410,000 14,700,000   

5 信越機工㈱ 15,350,000 14,740,000   

6 ㈱テクノス応用 15,630,000 14,750,000   

7 ㈱金井電気商会 15,930,000 14,800,000   

8 ㈱水嶋電気工事 15,360,000 14,900,000   

9 ㈲富士電気工事店 16,110,000 辞退   

10 田辺工業㈱ 15,590,000 辞退   

11 ㈱丸山電業 15,690,000 辞退   

12 ㈱上越コープサービス 16,050,000 辞退   

13 ㈲タカデン 辞退    

14 ㈱サトーメック 辞退    

                                    ※金額は税抜き 

 

 
【抽出理由】 

 落札率が高いが、入札業者の数や道路照明設置の特性によるものかを確認したい。 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№3） 

 

件  名 道路側溝修繕 工事 

 

工事場所 木田 1丁目 地内 担 当 課 道路課 

工  期 令和 5年 2月 8日 から 令和 5年 3月 20 日 まで （41日間） 

概  要 ・側溝修繕工 N=1 式 ・仮設工 N=1式 

工 種 等 土木一式 工事等級 － 

契約方法 随意契約 見 積 日 令和 5年 2月 8日 

選定理由 

施工上、同一構内における別工事（町内会発注）と一体的に行う必要がある

ため、別工事を行っている施工業者を指名するもの（上越市財務規則第 135

条第 3項第 2号）  

 

予定価格 1,570,000 円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 98.73％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 上新開発㈱ 1,550,000   決定 

※金額は税抜き 

※網掛けは参考見積徴取業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抽出理由】 

 随意契約による理由を確認したい。 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№4） 

 

件  名 資源ごみ等貯留施設新築外構 工事 

 

工事場所 大字東中島 地内 担 当 課 営繕室（生活環境課） 

工  期 令和 5年 3月 7日 から 令和 5年 7月 4日 まで （120 日間） 

概  要 

・土工 一式 

・構内舗装 アスファルト舗装 2,171㎡、路床置換 2,171 ㎡、縁石工 

152ｍ ・路面標示 外部 一式、建物内部 一式  

・屋外排水 自由勾配側溝 275.9ｍ、管布設工 46.2ｍ、現場打ち集水桝工 

7基 ・撤去 既存自由勾配側溝 ・縁石 一式 ・発生材処理 一式 

工 種 等 建築一式 工事等級 － 

契約方法 随意契約 見 積 日 令和 5年 3月 7日 

選定理由 

当該外構工事の舗装工の下地となる路床の整形工事が建築工事に含まれてい

ることや建築工事おいて発生した残土を当該外構工事で転用する計画である

こと、また、建築工事で既設されている仮囲いや敷き鉄板等の指定仮設を側

溝の敷設作業で使用する必要があることから、相互の関連性が非常に高い建

築工事の施工業者を選定  

 

予定価格 27,730,000 円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 99.89％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 田中・大島共同企業体 30,000,000 27,700,000  決定 

※金額は税抜き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抽出理由】 

 随意契約による理由を確認したい。 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№5） 

 

件  名 大潟町小学校冬期スクールバス運行業務 委託 

 

業務場所 大潟区 地内 担 当 課 大潟区教育・文化グループ 

履行期間 令和 4年 11月 4日 から 令和 5年 3月 31日 まで （148日間） 

概  要 大潟町小学校児童の冬期間の登校送迎、車両事故発生時の処理など 

業 種 役務 工事等級 － 

契約方法 指名競争入札 入 札 日 令和 4年 11月 4日 

選定理由 
市内本社で業務履行が可能と思われる業者の中から地理的要件を考慮して選

定 

 

予定価格 1,841,000円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 100％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 頸北観光バス㈱ 1,841,000   落札決定 

2 東頸バス㈱ 辞退    

3 直江津観光㈲ 2,698,500    

4 ㈲浦川原タクシー 辞退    

※金額は税抜き 

※網掛けは参考見積徴取業者 

 

  
【抽出理由】 

落札率が 100％である理由を確認したい。 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№6） 

 

件  名 エネルギー価格等高騰支援金運営業務 委託 

 

業務場所 受託者が指定する場所 担 当 課 産業政策課 

履行期間 令和 4年 11月 10 日 から 令和 5年 3月 31 日 まで （142日間） 

概  要 

エネルギー価格等高騰支援金コールセンター及び相談窓口センター並びに事

務処理センターを設置し、申請者などからの問合せへの対応、申請の受付や

審査などを実施する。 

業 種 役務 工事等級 － 

契約方法 指名競争入札 入 札 日 令和 4年 11月 10日 

選定理由 

参考見積業者の他、市内業者で、「広告の企画、催事の企画運営等」、または、

「事務員要員の派遣」を希望する業者のうち当該業務の履行が可能と思われる

業者を選定 

 

予定価格 15,957,063円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 37.60％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 ㈱バーツプロダクション 6,000,000  落札決定 

2 ㈱エム・コミュニケーション 14,500,000    

3 ㈱マルケー・スタッフ・サービス 辞退    

※金額は税抜き 

※網掛けは参考見積徴取業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抽出理由】 

 落札率が低いことは良いが、予定価格と契約金額が乖離した理由と、業務に問題がなかった

かを知りたい。 

低入札価格調査の結果、11/10 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№7） 

 

件  名 高田城址公園松くい虫防除（樹幹注入）業務 委託 

 

業務場所 本城町 担 当 課 都市整備課 

履行期間 令和 4年 12月 6日 から 令和 5年 3月 15日 まで （100日間） 

概  要 
防除本数：アカマツ・クロマツ 45本  参考薬剤数量：399本（有効成

分：酒石酸モランテル 8.0％、220ml/本の場合）   

業 種 役務 工事等級 － 

契約方法 指名競争入札 入 札 日 令和 4年 12月 6日 

選定理由 林業認定事業者の中から地理的要件を考慮して選定 

 

予定価格 1,630,000 円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 100％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 くびき野森林組合 1,630,000   落札決定 

2 頸南森林組合 1,670,000    

3 ゆきぐに森林組合 1,700,000    

4 ㈱いぶき 辞退    

※金額は税抜き 

※網掛けは参考見積徴取業者 

 

  
【抽出理由】 

 昨年度声が寄せられた剪定関係であるが、落札率が 100％となっている理由と、大潟区四ツ

屋浜や西ヶ窪浜などの松くい虫防除の業務と同じ業者が落札しているが、84.09％ないし

86.17％で落札していることと比較して本案件で 100％となっている理由を知りたい。 



 

 

抽出案件の概要（上越市－№8） 

 

件  名 プロジェクタ（小学校分） 

 

納入場所 市内小学校  2校 担 当 課 学校教育課 

納入期限 令和 4年 11月 4日 から 令和 5年 1月 17日 まで （75 日間） 

概  要 プロジェクタ：CASIO製「XJ-UT352WN」 13台 

業 種 物品 等級 － 

契約方法 指名競争入札 入 札 日  令和 4年 11月 4日 

選定理由 参加資格者（ＯＡ機器）のうち、希望順位２位以上の市内本社業者を指名 

 

予定価格 2,340,000 円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 100.00％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 石倉メガネカメラ店 辞退    

2 えちご販売㈱ 辞退    

3 ㈱大谷ビジネス 辞退    

4 岡庭商行㈱ 辞退    

5 （名）小川紙店 辞退    

6 （資）北村電機商会 辞退    

7 頸城自動車㈱ マルケー商事部 辞退    

8 ㈱ジェイテック 棄権    

9 ㈱ジェー・シー・エス コンピュータ・サービス  2,340,000   落札決定 

10 上越スチール販売㈱ 辞退    

11 ㈲城北電化 棄権    

12 信越情報㈱ 2,574,000    

13 ㈲滝沢紙店 辞退    

14 ハセガワ電化㈱ 辞退    

15 パナ・コスモス コヤマ 辞退    

16 ㈲彦坂オフィスサービス 辞退    

17 （資）増屋商店 辞退    

18 ㈱丸互 2,470,000    

19 ㈲村田文具 辞退    

※金額は税抜き 

※網掛けは参考見積徴取業者 

 

 

 

【抽出理由】 

 小・中学校分の大型ディスプレイも含めて落札率が極めて高い理由と、落札業者が同じで

ある理由を確認したい。 



 

 

抽出案件の概要（上越市ガス水道局－№9） 

 

件  名 マッピングシステム地形図追加業務 委託 
 

業務場所 上越市ガス水道局本局 担 当 課 建設課 

履行期間 令和 4年 11月 14 日 から 令和 5年 2月 28 日 まで （107日間） 

概  要 

・地形図データ変換 1式 

・地形図追加、更新 1式 

（柿崎区、吉川区他、妙高市内） 

業  種 役務 工事等級 － 

契約方法 随意契約 入 札 日 令和 4年 11月 10日 

選定理由 

・マッピングシステムは当該業者が開発、納入したシステムであり、他業者で

は対応できないため。 

（地方公営企業法施行令第 21 条の 14第 1項第 2号該当） 

 

予定価格 3,924,000 円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 100.00％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 北陸ガスエンジニアリング㈱ 3,924,000   落札決定 

                                ※金額は税抜き       

※網掛けは参考見積徴取業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抽出理由】 

 地形図追加のため、随意契約によることは理解できるが、価格がこれで適正かについて確

認したい。 



 

 

抽出案件の概要（上越市ガス水道局－№10） 

 

件  名 中圧ガスメーター購入（その 2） 

 

納入場所 川原町 地内 担 当 課 維持管理課 

納入期限 令和 4年 12月 22 日 から 令和 5年 3月 15 日 まで （84日間） 

概  要 
・中圧ガスメーター 口径 100 ㍉ 1 台 

・フィルターエレメント 口径 100 ㍉ 1個 

業  種 物品 工事等級 － 

契約方法 指名競争入札 入 札 日 令和 4年 12月 19日 

選定理由 
物品入札参加資格者名簿の「ガスメーター」を希望する、市内本社業者及び

市内営業所業者の全 14者を選定 

 

予定価格 1,284,000 円 制限価格 － 円 

落 札 率 [ 入札金額 ÷ 予定価格 × 100 ] 95.02％ 

 

業者名 第１回 第２回 第３回 備 考 

1 敦井産業㈱ 上越支店 1,220,000   落札決定 

2 新潟企業㈱ 上越営業所 1,300,000    

3 ㈱新金谷 1,330,000    

4 ㈱上越工産 1,350,000    

5 
㈱ジェスクホリウチ 

上越営業所 
1,397,000    

6 英和㈱ 上越営業所 辞退    

7 ㈱大谷商会 上越営業所 辞退    

8 ㈱カネコ商会 上越営業所 辞退    

9 近藤産業㈱ 上越営業所 辞退    

10 サカヰ産業㈱ 上越支店 辞退    

11 轟産業㈱ 上越営業所 辞退    

12 
㈱新潟ケンベイ 

上越エネルギーセンター 
辞退    

13 新潟サンリン㈱ 上越支店 辞退    

14 ㈲フルカワ 辞退    

                                ※金額は税抜き       

※網掛けは参考見積徴取業者 

 【抽出理由】 

 物品等にしては落札率が高いことから、その理由を確認したい。 


